
平成１９年度食の安全・安心確保交付金の事後評価結果について

平成２１年２月１７日

和 歌 山 県

、 、 （ ）和歌山県では この度 平成１９年度 ハード事業については平成１７年度

に実施した食の安全・安心確保交付金事業について事後評価を実施しましたの

で、その結果を下記のとおりお知らせします。

はじめに◆

食の安全・安心確保交付金実施要綱（平成１７年４月１日付け１６消安第１

０２７０号農林水産事務次官依命通知）第７の３の規定により、管内事業実施

、 （ ）。主体から提出のあった成果報告書に基づき 事後評価を実施しました 別紙

なお、事後評価の実施にあたっては、

１．計画した内容に沿って事業が実施されたか。

２．設定した目標値を達成したか。

３．達成度が低い場合（ ％未満）の改善措置等の内容は適切か。60
等について、その内容を点検しました。

また、上記の結果をもとに、県全体の総合評価結果についても点検し、評価

を実施しました。

◆和歌山県における事後評価結果

本県における事後評価結果は以下のとおりです。

１．事後評価において「Ａ評価」となった事業については、計画に基づき事業

が適切に実施された結果、目標値が達成若しくはほぼ達成されており、事業

の実施内容は妥当と考えられます。

２．県全体の総合評価結果については 「Ａ評価」となり、適正に事業が行わ、

れたものと考えられます。

◆学識経験者等第三者の意見等

本県が行う事後評価内容の妥当性について、その公平性の観点から、学識経

験者等の第三者の方々からご意見等を頂きました。内容については、別紙に記

載のとおりです。

【問い合わせ先】

電話：０７３－４３２－４１１１（代表）

担当：農林水産部

森本（内２９１５）病害虫・農薬

山本（内２９２５）畜産

中西・堀木（内３０１３）貝毒・養殖

登尾（内２９０１）食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞ

環境生活部

塩路（内２６２２）生鮮農産物



（参考資料）

食の安全・安心確保交付金実施要綱（抜すい）

制 定：平成１７年４月 １日１６消安第１０２７０号

一部改正：平成１９年５月１１日１９消安第 １６９０号

第７ 成果の取りまとめ及び事後評価

１ 事業実施主体による成果の取りまとめ

（１）事業実施主体は、事業を実施した年度の翌年度（別表１の２の消費・安

全対策整備交付金にあっては、事業を実施した年度から起算して三カ年経

過した年度。以下同じ ）の６月末までに、目標ごとの事業の成果につい。

て、別紙様式第２号に従って成果報告書として取りまとめる。

（２）都道府県等以外が事業実施主体となっている場合にあっては、事業実施

主体は（１）において取りまとめた成果報告書を速やかに当該事業実施主

体が属する都道府県知事等に提出する。

２ 都道府県知事等による成果の取りまとめ及び事後評価

（１）都道府県知事等は、１の（２）により事業実施主体から提出された成果

報告書及び自らの成果報告書を基に、事業実施主体ごとの事後評価を実施

し、必要に応じこの事後評価を踏まえ、事業実施主体を指導するものとす

る。

（２）都道府県知事等は、事業実施主体ごとの成果報告書及び（１）の事後評

価の結果を踏まえ都道府県等全体の事後評価を行い、別紙様式第３号に従

って都道府県等全体の成果及び事後評価の結果を取りまとめた上で、事業

を実施した年度の翌年度の８月末までに、成果報告書として地方農政局長

等に提出する。

（３ （１）及び（２）による都道府県等における事後評価の実施に当たって）

は、公正性確保の観点から、評価内容の妥当性について学識経験者等第三

者の意見を聴くものとする。

３ 事後評価結果の反映

（１）地方農政局長等は、２の（２）により提出された都道府県等の成果報告

書に基づき事後評価を実施する。事後評価の実施に当たり、地方農政局長

等は公正性確保の観点から評価内容の妥当性について学識経験者等第三者

の意見を聴くものとする。

（２）地方農政局長等は （１）の事後評価の結果について管内都府県分を取、

りまとめ、事業を実施した年度の翌年度の１１月末までに消費・安全局長

に報告する。

（３）地方農政局長等は （１）の事後評価の結果が低い都道府県等に対し、、

消費・安全局長が別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとす

る。

（４）国は、消費・安全局長が別に定めるところにより、都道府県等ごとの事

後評価結果を次年度以降の当該都道府県等への交付金の交付額に反映させ

るものとする。

（５）事後評価を行った都道府県知事等及び地方農政局長等は、その結果を公

表するものとする。

（６ （３）の措置が講じられた都道府県等においては、当該措置の内容を踏）

まえて次年度の事業実施計画を作成する。



和歌山県事後評価概要一覧表

別紙

実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見

生鮮農産物の安全性
の確保

和歌山県

食品安全のための農業生産
工程管理手法の導入・普及を
推進するため、GAP導入手引
書の作成及び指導者の育成・
確保を図るための説明・講習
会を開催する。

①GAP導入手引書の作成
　　　　　　　　　　　　（1,000部）
②講習会の開催（２回)

146,000

GAP実践
農家数の
増加率
0.00746%

0.0196% 2.63 A

農業生産現場へのＧＡＰ（農業生産工程管理）
手法の導入を図るため、県農業生産振興担当
部局と食品安全担当部局が連携し、ＧＡＰ導入
手引書及び県版基礎ＧＡＰを策定し、農業生産
者へのＧＡＰ手法の導入を推進した。
　県内トマト生産現場において農業者がＧＡＰ
手法の取組を行った。

　食品安全、環境保全、経営改善等を目的と
するＧＡＰ（農業生産工程管理手法）の農業
生産現場への導入普及は、食の安全が強く
求められる中、非常に重要と考える。
　ＧＡＰの普及は、緒についたところであり、
農業生産団体等の意見を踏まえ策定された
ＧＡＰ導入手引書は、生産現場へのＧＡＰ導
入に有意義と考える。今後、ＧＡＰ導入農家
数が増加するよう、引き続き農業者、生産団
体、行政が一体となった取り組みを期待す
る。

農薬の安全使用 和歌山県

平成18年度は重大な違反事
項は発生しなかったことから、
講習会及び研修会の開催や
巡回指導啓発活動を実施す
ることで平成19年度は平成18
年度と同様0%を維持し続けて
いく事を基本とする。

①農薬の安全使用の推進
　　　　　　　（講習・研修会10回）
②農薬の適切な販売・管理の推進
　　　　　　　（巡回啓発指導90件）
　 農薬管理指導士研修会開催2回等
③農薬残留確認調査2件
　　・こまつな、ﾘｿﾞﾚｯｸｽ
　　・ｳﾒ園地でのﾄﾞﾘﾌﾄ実態把握
　　　と飛散防止技術実証

1,546,000

農薬の不
適切な販
売の発生
割合
1.0%以下

0% 1.00 A

本事業の実施により、農薬の適正使用指導に
取り組むなど、農薬販売者や農薬使用者への
指導強化が実施できた。
　立入検査や危害防止運動の実施等と併せ、
「農薬」に対する総合的な推進が実施できたも
のと考える。

　消費者に安心・安全な農作物を提供するた
め、農薬を取り扱う全ての者が、ポジティブリ
スト制度を含め農薬取締法について十分に
理解することが必要で、そのための啓発活動
は充分に展開されたと考えられる。不適切な
販売の発生割合が0％と、効果を上げている
と評価されるが、不適切な事例が依然として
発生する可能性はあることから、引き続き啓
発活動が望まれる。
　いずれにしても、着実な活動が展開されて
おり大いに評価される。今後とも消費者の視
点に立った事業を継続されたい。

飼料の安全性の確保 和歌山県
飼料の製造・流通及び使用の
各方面で安全性確保と適正使
用を推進する。

①関係機関が連携した指導体制確立
                               （協議会等）
②飼料安全法令に関する普及・監視
   及び指導（巡回指導立入検査）
③飼料の安全性監視のための調査
   分析の実施（調査分析）

120,000

農家の飼
料安全規
制全般の
適正使用
状況及び
販売店の
遵守状況
0%

現状を
維持

0% 1.00 A

農家段階での飼料の使用については、現在適
正に使用されており、飼料等販売業者立入検
査においても不適事例は認められなかった。
今後も現状の維持のため巡回指導、調査分析
等に努めなければならない。

　飼料安全性立入検査での飼料等製造販売
業者への実施件数については前年度(2件)よ
り増加しており評価できる。
　飼料添加物残留検査について調査対象以
外の畜産物(ﾊﾁﾐﾂ等)についても要望あれば
対応し、畜産物の安全性確保のためさらに一
層の努力を期待したい。
　現状、目標、実績において0％とあり、良好
な成績を維持しており評価できるが、調査法
について徹底し、農家に対してさらに深く状
況把握できるよう実施されたい。

貝毒の安全性の確保 和歌山県
貝毒に係るリスク管理を的確
に実施するため、監視調査の
実施数を増加させる

貝毒発生監視調査
                  （マウス試験33検体）

208,000

貝毒発生
監視調査
の実施数
33件

33件 1.00 Ａ

二枚貝の安全性の確保を図るため、さらに、生
産実態及び検査回数を再点検し、貝毒発生が
想定される海域及び時期を重点的に実施する
必要がある。

　従来と比べると実施回数の増加が図られ、
貝毒の発生を適正に検出し、その後の出荷
規制開始と解除も迅速に措置されたと判断さ
れる。
  しかし、食品の安全性確保に対する消費者
の要求は高いので、今後はさらに検査時期
や回数等のより効率的な運用を検討する必
要がある。

家畜衛生の推進 和歌山県
伝染病の監視体制を強化し、
飼養管理指導により、その発
生を効果的に防除する

①BSE検査・清浄化の推進
　　　　　　　　　　　　　（BSE検査）
②監視・危機管理体制の整備
　　　　　　　　　　　　（衛生管理指導等）
③慢性疾病等の低減
　　　　　　　　　　　　（慢性疾病調査等）
④生産衛生の確保
　    　（動物用医薬品の危機管理等）
⑤地域衛生管理体制の整備
　　　　 　（飼養衛生管理技術指導等）

2,703,000

畜産農家
に対する
家畜の伝
染性疾病
の発生割
合
8.4%

減少率
0.4%

8.2%
減少率
0.6%

1.50 A

本事業実施により伝染病の発生率は減少し、
農家の飼養衛生管理に対する意識の向上が
図られた。今後も食の安全・安心の維持確保
のため農家への飼養衛生管理指導等に努め
なければならない。

　伝染病の発生率が低く抑えられているのは
評価できる。食品となるものを生産していると
いうことを念頭に、安全性に重点を置いて継
続的な衛生対策の推進を期待する。
　実施内容は良好な成績で推移しており評価
できる。これからも動物用医薬品に依存しな
い衛生対策の推進を期待する。

養殖衛生管理体制の
整備

和歌山県

養殖魚介類の疾病リスク管理
を推進するため、防疫指導強
化、持続的養殖生産確保法に
指定する特定疾病の蔓延防
止を図る。

①総合推進会議の開催（9回）
②養殖衛生管理指導（58件）
③養殖場の調査・監視（薬剤残留検査
4回）
④疾病の発生予防・蔓延防止
　　・魚病診断件数103件
　　・保菌検査件数15件
　　・健康診断件数37件
　　・巡回指導12回
　　・河川冷水病調査8件

1,234,000

養殖衛生
管理指導
を行った
養殖経営
体数の割
合
70.7%

65.9% 0.93 A

安心・安全な養殖水産物の生産・供給体制の
確立には、魚病診断、生産履歴記録や医薬品
適正使用等の巡回指導、指導会議の開催等
による、総合的な養殖衛生管理技術の継続的
な普及が必要である。

　単に持ち込まれた魚病を診断するだけでな
く、養殖現場における巡回指導、養殖業者の
指導のための会議など様々な活動がなされ
ており、高く評価される。このような地道な活
動は持続可能な養殖の発展に大きく寄与す
るものと思われる。今後も継続して活動され
ることを希望する。
　事業の実施方法、実施実績ともに妥当かつ
良好である。アユ養殖業者の養殖衛生管理
指導は年々、向上している。河川での冷水病
発生対策についても、現地指導を行うなど意
欲的に取り組んでいる。今後とも当該事業の
継続的な実施が望まれる。
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都道府県等の事後評価

目標値

目標値及び実績
目的 目標 事業実施主体 交付金相当額事業実施計画 事業実施実績



和歌山県事後評価概要一覧表

別紙

実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見

都道府県等の事後評価

目標値

目標値及び実績
目的 目標 事業実施主体 交付金相当額事業実施計画 事業実施実績

病害虫の防除の推進 和歌山県

和歌山県のトマトにおけるIPM
実践指標の拡充と普及推進
及び病害虫防除に関する農
薬の環境へのリスク低減（ミカ
ン、トマト、ウメ、及びイチジク）
を図る

①総合的病害虫管理（IPM）普及推進
    （１作物×10a）
②病害虫防除農薬環境リスク低減
   技術確立
     （ﾐｶﾝ、ﾄﾏﾄ、ｳﾒ3作物×20a、
      ｲﾁｼﾞｸ1作物×10a）

5,184,000

IPMの普
及推進
114
農薬環境
リスク低
減
225

114
225

1.00
1.00

A
A

本事業の実施により、タバココナジラミバイオタ
イプＱによって媒介されるトマト黄化葉巻病に
対するＩＰＭ実践指標を拡充し、農業者への普
及推進が進められた。
  カンキツ黒点病、トマトかいよう病、ウメ白紋
羽病、イチジク株枯病に対する薬剤を削減した
防除技術や体系防除への取り組みにより、農
薬環境リスク低減につながると考えられた。

　IPM普及推進は、トマト黄化葉巻対策につ
いて管理ポイントを２つ増加させて、新発生
媒介虫系統のタバココナジラミバイオタイプＱ
についての対策が拡充され、管理項目３項
目について重点実施し撲滅対策に取り組ん
でいることは大いに評価できる。
　環境リスク低減技術の確立は、各作物・病
害虫について薬剤を削減した防除技術や体
系防除への取り組みが精力的に実施されて
いる。
　かんきつ黒点病については、特別栽培を実
施するうえで重要な病害であることが明らか
にされ、その防除対策として、伝染源である
枯れ枝除去と無機銅剤の利用法が体系処理
として実証されていことは評価できる。
　トマトかいよう病対策については、ハウス内
でのバチルス・ズブチリス水和剤のダクト内
投入により、高い防除効果が確認されてい
る。また、その評価手法として、薬剤耐性菌
株を用いた手法を用いて病原菌の動態を解
析していることは注目される。また、トマトか
いよう病高感度な種子検定法が開発されて
おり、総合的な対策が確立されたと考えら
れ、評価できる。
  ウメ白紋羽病については、高温土壌中での
病原菌死滅条件を明らかにされ、夏期のマ
ルチ敷設により殺菌温度の条件が満たされ、
かつ培養枝中の病原菌も死滅していることか
ら、防除効果が期待でき、新しい技術として
の実証が待たれる。
  イチジク株枯病は発病すると根絶が難しく、
現在、有効な防除対策がないので他産地で
も他作物への転換を推奨しているのが現状
である。抵抗性台木を用いた防除対策は最
も有望視されているので、その効果に期待で
きる。

重要病害虫の防除の推
進

和歌山県
重要病害虫の侵入警戒のた
め、カンキツ地帯を中心に調
査を実施

①ﾁﾁｭｳｶｲﾐﾊﾞｴ　9ヶ月（4月～12月）
   ×13カ所=117回
②ﾐｶﾝｺﾐﾊﾞｴ群及びｳﾘﾐﾊﾞｴ  9ヶ月
   （4月～12月）×13カ所=117回

100,000

重要病害
虫侵入警
戒調査の
実施回数
234

234 1.00 Ａ

本事業の実施により、カンキツ地帯を中心とし
た、チチュウカイミバエやミカンコミバエ、ウリミ
バエなどの重要病害虫の侵入状況について把
握することが出来た。

　ミバエ類の侵入は我が国の農業に多大の
影響を及ぼし農業の存亡に関わる。その意
味で確実に侵入を防がなければならない。
　和歌山県は侵入経路の一つであると考えら
れるので、水際で防ぐには地道な活動ではあ
るが、的確な調査が継続される必要がある。
　本課題についての達成度は１００％で、確
実に事業が展開されており大いに評価でき
る。
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に
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び

「
教
育

フ
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ー

ム

」
の
取
組
へ
の
支
援

地域における「食事バラ
ンスガイド」等の普及・活
用の促進及び「教育
ファーム」の取組への支
援

和歌山県

県民一人ひとりのバランスの
とれた食生活の実現と地産地
消・地域食文化への理解促進
を図るため、和歌山版「食事
ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞ」の作成や、食育
推進フェアや普及講習会等の
普及活動を実施する。

①食育総合展示会等の開催（1回）
②地域版「食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞ」策定及び
   普及・活用の促進

1,722,000

「食事ﾊﾞﾗ
ﾝｽｶﾞｲﾄﾞ」
を参考に
食生活を
送ってい
る人の割
合
15.0%

19.5% 1.30 Ａ

事業実施後、『「食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞ」を参考に
送っている人の割合』が19.5％に向上し、平成
１９年度の目標値15.0％を上回り、事業目的を
達成することが出来た。

　事業の実施については、事業目的及び和
歌山県の地域実態を踏まえており適切であ
る。
　実績、目標値の達成度も良好である。
　紀州わかやま「食事ﾊﾞﾗﾝｽｶﾞｲﾄﾞ」は、四季
別に紹介するなど実際に活用できるよう構成
され、その普及も行政、教育、地域等関係機
関において広く活用されるなど評価出来る。

12,817,000 1.17 A　総計･総合評価

　
　
　
伝
染
性
疾
病
・
病
害
虫
の
発
生
予
防
・

　
　
　
蔓
延
防
止



和歌山県事後評価概要一覧表

別紙

実績 達成度 評価 評価の概要及び対応方針等 第三者の意見

家畜衛生の推進 和歌山県 ドラフトチャンバー 監視体制強化施設整備　1式 577,000

施設ごと
の活用状
況の向上
割合
200%

500% 250% A

本機器設置により年間処理検体数は飛躍的
に増大した。これにより病性鑑定及び検査業
務が迅速かつ効率になされるとともに、作業
者、検査室及び周辺環境への安全確保に努
めなければならない。

　実施内容は概ね良好である。病
性鑑定・検査業務に対しての農家
からの需要に充分に貢献できるよ
う、さらに一層の努力を期待した
い。
　処理検体数も確保でき、事業内容
は良好であるが、より実効性のある
計画的な施設利用推進を検討願い
たい。

家畜衛生の推進 和歌山県 動力噴霧器 監視体制強化施設整備　3台 200,000

施設ごと
の活用状
況の向上
割合
367%

459.7% 125.3% A

本機器設置により公用車、外来車両の消毒の
徹底ができ、職員、外来者への消毒意識の浸
透が図られた。また、常時消毒の必要性が確
保されるとともに、緊急時の対応についても迅
速にできる体制が整ったため、さらに家畜伝染
病の発生予防及び拡散防止に努めなければ
ならない。

　主に日常的な利用にとどまってい
るが、緊急時においても充分に活
用できるよう体制を整えることは意
義深いものと思われる。
　機動力のある設備の導入により
衛生対策に対応しやすくなってい
る。事業内容は良好であり、充分に
活用してほしい。

777,000 A
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　総計･総合評価

都道府県等の事後評価

目標値

目標値及び実績
目的 目標 事業実施主体 交付金相当額設置又は整備した施設・機器名 事業実施実績


